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資料１



文部科学省からの通知

⚫ 令和７年６月 13 日「地方創生 2.0 基本構想」が

閣議決定

「地域に愛着を持ち，地域で活躍する人材の育成」

が政策パッケージとして掲げられる

※「学校と地域との連携の深化，学校を核とした魅力的な地域

づくり」に関する内容が明記された（別添１）。



基本構想の政策を推進するために

⚫ 郷土教育や地元産業を担う人材育成の一層の
充実に向け，学校運営協議会等における協
議の場や地域学校協働活動の積極的な活用が
求められる。



基本構想を踏まえた対応の留意点

⚫ 学校運営協議会において，郷土教育や地元産業を担う
人材育成の推進方策について協議を行い，地域住民や地
元産業界等と連携しながら 必要な体制を整えるなど，地
方創生にも資する活動の充実に努めること。

⚫ 郷土教育や地元産業を担う人材育成に係る活動を実
施するに当たっては，地域学校協働活動推進員等が中心
となって，地域学校協働活動本部と連携しながら地域住
民，地元産業界等に協力を依頼し，活動の企画立案への
参画，講師派遣，体験活動を実施すること。
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